
（建設業法上の29分類）

から から

まで まで

給水整備工 給水整備工
　管側（材工）宅地側乙止水栓筐 　管側（材工）宅地側乙止水栓筐
　　φ200～φ250×25 5件 　　φ200～φ250×25 6件

　管側（材工）宅地側乙止水栓筐 　管側（材工）宅地側乙止水栓筐
　　φ200～φ250×50 1件 　　φ200～φ250×50 0件

　　 　管側（材工）道路内接続 　管側（材工）道路内接続
　　φ200～φ250×25 3件 　　φ200～φ250×25 2件

　管側（材工）道路内接続 　管側（材工）道路内接続
　　φ200～φ250×50 － 　　φ200～φ250×50 1件

5　変更理由
　請負契約締結後、竣工図と現地で差異が認められたため、1件の給水整備について、道路内
接続から宅地側乙止水栓筐設置に変更する。
　また、地権者との協議の結果、1件の給水整備について、宅地側乙止水栓筐設置から道路内
接続に変更する。

契 約 金 額
（ 税 込 み ）

令和5年10月31日

令和6年3月29日

令和--年--月--日

令和--年--月--日

円 円3,509,000 3,402,300

工 事 概 要

工 期

変 更 前 変 更 後

愛宕三丁目地内（県道川越上尾線、外1路線）給水整備工事

上尾市愛宕三丁目地内

１　工　事　名：

２　工事場所：

３　工　　  種：

４　変更契約内容

管

様式4

変更理由書

（発注担当課：水道施設課）


